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海 上 保 安 庁

海上保安庁における新型インフルエンザ対策

海上保安庁の概要

○組織 管区海上保安本部１１ヶ所

海上保安部署１３１ヶ所

（保安（監）部６９ヶ所、保安署６１ヶ所、海上保安航空基地１ヶ所）

航空基地１３ヶ所

○勢力 巡視船艇３５５隻（巡視船１２１隻、巡視艇２３４隻）

航空機７３機（飛行機２７機、ヘリコプター４６機）

○任務 海上治安の確保、海難救助、海上交通の安全確保、海洋環境の保全等

新型インフルエンザ対策

海上保安庁において貢献可能な業務

輸送業務 邦人帰国のための巡視船・航空機の派遣

離島等からの患者搬送、離島等への医薬品等の搬送

監視警戒業務 密入国者に対する監視取締りの強化

停留措置船舶に対する警戒警備の実施

【輸送業務】

○ 法的根拠・・・海上保安庁法（第５条第１７号）に基づく省庁間協力

・ 邦人輸送であれば外務省、患者等の搬送であれば都道府県等からの協力要請

・ 領海警備や海難救助などの本来業務に支障のない範囲での協力が前提

○ 輸送能力・・・極めて限定的

・ 大型ジェット飛行機（ガルフⅤ）で最大１４人程度

・ ヘリコプター２機搭載型巡視船で最大７０人程度

【監視警戒業務】

○ 密入国者に対する監視取締りの強化

・ 密航ぐ犯国を出港した船舶に重点を置いた綿密な立入検査を実施中

・ 巡視船艇・航空機が連携して密航ぐ犯海域の監視警戒を実施中

・ 新型インフルエンザ発生時には、関係機関との連携を強化し、発生国からの

密入国者に重点を置いた監視取締りを実施予定

○ 停留措置船舶に対する警戒警備の実施

・ 検疫所からの要請に基づいて、停留措置船舶から脱船逃亡を企てようとする

乗組員等を巡視船艇・航空機により監視警戒を行うことが主な業務と想定

海上保安官への感染防止対策

○ マスク・手袋等の個人防護具、感染症患者隔離搬送用バック等予算要求中

【資料１２】



【大型ジェット飛行機（ガルフＶ）】【ヘリ２機搭載型巡視船（やしま）】


